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肝炎対策基本法 (平成２１年法律第９７号）

肝炎対策基本指針策定（第９条～第１０条）

肝炎対策推進
協議会

関係行政機関

・肝炎対策に関する基本理念を定める（第２条）

・国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにする（第３条～第７条）

・肝炎対策の推進に関する指針の策定を定める（第９条～第１０条）

・肝炎対策の基本となる事項を定める（第11条～第１８条）

厚
生
労
働
大
臣

策
定

肝炎対策基本指針（平成23年５月１６日策定）

●公表

●少なくとも５年ごとに検討、必要に応じ変更
９つの項目に関して取り組む内容を規定

・基本的な方向 ・肝炎予防 ・肝炎検査 ・肝炎医療体制

・人材育成 ・調査研究 ・医薬品研究 ・啓発人権

・その他重要事項

研究の推進（第18条）

・ 医師その他の医療従事者の育成

・ 医療機関の整備

・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援
・ 肝炎医療を受ける機会の確保
・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制

の整備 等

肝炎医療の均てん化の促進（第13条～第17条）

・肝炎患者等を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

・ 肝炎の予防の推進
・ 肝炎検査の質の向上 等

予防・早期発見の推進

設置

意見

協議

資料提出等、
要請

実施に当たり
肝炎患者の
人権尊重・
差別解消
に配慮

（第２条第４号）

基本的施策（第11条～第18条）

目 的（第１条）

（第11条～第12条）



肝炎対策基本指針の概要（平成23年５月16日策定）

事項 項 目 主 な 内 容
第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進

の基本的な方向
○ 肝炎患者等を含む関係者が連携して対策を進めることが重要であること。
○ 肝炎ウイルス検査の受検体制の整備及び受検勧奨が必要であること。
○ 地域の特性に応じた肝疾患診療連携体制の整備の促進が必要であること。
○ 抗ウイルス療法に対する経済的支援に取り組み、その効果の検証を行うことが必要であること。
○ 肝炎医療を始めとする研究の総合的な推進が必要であること。
○ 肝炎に関する正しい知識の普及啓発が必要であること。
○ 肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供が必要であること。

第２ 肝炎の予防のための施策に関す
る事項

○ 新たな感染を予防するための正しい知識の普及やＢ型肝炎ワクチンの予防接種の在り方に係る
検討が必要であること。

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する事項

○ 全ての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受けることが必要であることの周知、希望す
る全ての国民が検査を受検できる体制の整備及びその効果の検証が必要であること。

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保
に関する事項

○ 全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けられる体制の整備及び受診勧奨が必
要であること。

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関す
る人材の育成に関する事項

○肝炎の感染予防について知識を持つ人材や、感染が判明した後に適切な肝炎医療に結びつける
ための人材を育成することが必要であること。

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関
する事項

○研究実績の評価や検証、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる研究の実施が必要であ
ること。

第７ 肝炎医療のための医薬品の研究
開発の推進に関する事項

○ 肝炎医療に係る医薬品を含めた医薬品等の研究開発の促進、治験及び臨床研究の推進、審査
の迅速化等が必要であること。

第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普
及並びに肝炎患者等の人権の尊
重に関する事項

○ 肝炎ウイルス検査の受検勧奨や新たな感染の予防、肝炎患者等に対する不当な差別を防ぐた
め、普及啓発が必要であること。

第９ その他肝炎対策の推進に関する
重要事項

○ 肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化が必要であること。
○ 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援を行うこと。
○ 地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体制の構築等が望まれること。
○ 国民一人一人が、自身の肝炎ウイルス感染の有無について認識を持ち、肝炎患者等に対する
不当な差別が生じること等のないよう、正しい知識に基づく適切な対応に努めること。
○ 今後、各主体の取組について定期的に調査及び評価を行い、必要に応じ指針の見直しを行うこ
と。また、肝炎対策推進協議会に対し、取組の状況について定期的な報告を行うこと



肝炎対策における取組目標と指標設定の考え方（案）
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検査体制の整備等
→検査、相談件数の増、体制の整備
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→初診、定期検

査状況、陽性者
への的確なフォ
ロー、等
（精検受診率等）

肝硬変、肝が
んへの移行者
減少
→肝がん罹患
率の減

（事
業
主
、
保
険

者
等
の
協
力
）

国による
支援・広報

地方公共団体、拠点病院等による肝炎医療体制の推進

肝炎情報センターによる拠点病院等の支援

未受診者の減少へ

肝炎ウイルス検査
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出典：がん情報センターＨＰ 地域がん登録全国推計による、がん罹患データ
（罹患データ（全国推計値）中、全国年齢階級別推定罹患率（対人口10万人），部位，性，診断年別より）



肝疾患診療体制の推進における、厚生労働省、肝炎情報センター、都道府県等及び拠
点病院の役割について
肝疾患診療体制の推進における、厚生労働省、肝炎情報センター、都道府県等及び拠
点病院の役割について

厚生労働省 肝炎情報センター

都道府県等（市区町村） 拠点病院

【肝炎対策を総合的に実施】

【地域の特性に応じた施策を策定・実施】 【肝炎対策に協力、良質かつ適切な肝炎医療を提供】

【調査、研究等の実施、成果の普及及び政策の提言】

支援・連携 支援等（医療面）

連

携

・肝疾患診療体制の整備

・医療費、検査費、支援等対策
費の助成による支援の実施、
効果検証等

・都道府県、肝炎情報セン
ターや関係団体と連携した、
肝炎対策の総合的推進

肝炎医療
体制の整備

及び対策の
推進

専門・一般医療機関

連

携

・拠点病院、専門医療機関等に対する研修
の充実や情報提供・相談支援等

・肝炎に関する情報収集、調査や、全国の
拠点病院等の状況等の情報提供の中核
的役割
・国等に対する提言等

・肝疾患医療体制の整備は都道府県が主
体的に行う（国は、都道府県が地域の実情
を踏まえた肝疾患診療の体制を構築でき
る環境を整備する）

・実施に当たって、都道府県は、管内市区
町村や関係団体、民間事業者等との協力
体制を構築するよう努める。

地域の肝疾患に関する中核的な医療機関として、
肝炎患者が地域で安心して適切な肝炎治療を受け
られる環境を整備する。
・高度かつ専門的な医療の提供
・患者や家族に対する相談支援
・地方公共団体等への技術的支援・連携の促進
・肝炎に関する知見の集約・共有化



（参考１）国立国際医療センター肝炎情報センターの役割について

○高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律（抜粋）

（国立国際医療研究センターの業務の範囲）
第十六条 国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。
四 。
五 前各号に掲げる業務に係る
六 国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び

技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

○国立研究開発法人国立国際医療研究センター中長期計画（抜粋）

第１研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
１．研究・開発に関する事項
（１）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進
○具体的方針（均てん化に着目した研究）
①医療の均てん化手法の開発の推進

②情報発信手法の開発

３．人材育成に関する事項



（参考２）肝疾患診療体制の整備について
（平成１９年４月１９日健発第０４１９００１号 都道府県知事宛 厚生労働省健康局長通知）

１肝疾患診療の基本的あり方
検査で発見された肝炎患者を適切な医療に結びつけることは極めて重要であるが、正確な病態の把握や治療方針の決定

には、肝炎に関する専門的な医療機関の関与が不可欠となる。肝炎の診療においては、かかりつけ医と専門医療機関等との
連携が必須であり、それぞれの役割に応じた診療体制構築を図る必要がある。

各都道府県内において良質かつ適切な医療を受けられるようにするためには、

２肝疾患に関する専門医療機関の機能
肝疾患に関する専門医療機関については、以下の条件を満たすものする。

(1) 専門的な知識を持つ医師（日本肝臓学会や日本消化器病学会の専門医等）による診断（活動度及び病期を含む）と治療
方針の決定が行われていること。

(2) インターフェロンなどの抗ウイルス療法を適切に実施できること。
(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること。
なお、同医療機関は２次医療圏に１カ所以上確保することが望ましい。

３肝疾患診療連携拠点病院の機能
肝疾患診療連携拠点病院は、肝疾患に関する専門医療機関に求められる上記の条件を満たした上で、肝炎を中心とする

肝疾患に関する以下の機能を有し、

また、
なお、同医療機関は都道府県において原則一カ所選定することとする。

４肝疾患診療連携拠点病院等の選定について
肝疾患に関する専門医療機関、肝疾患診療連携拠点病院については、医師会、肝炎に関する専門医、関係市区町村及び

保健所の関係者等で構成される肝炎診療協議会において選定することとする。



○自治体における肝炎ウイルス検診実績（H14～H26）

（１） Ｂ型肝炎ウイルス検診

（２） Ｃ型肝炎ウイルス検診

Ｂ型、Ｃ型とも、累計で１７００万件ほど受検。陽性率は年々低下傾向

特定感染症事業 健康増進事業 計 特定感染症事業 健康増進事業 計 特定感染症事業 健康増進事業 全体
H14 1,923,113 1,923,113 24,430 24,430 1.270
H15 1,849,125 1,849,125 22,520 22,520 1.218
H16 1,635,934 1,635,934 18,754 18,754 1.146
H17 1,546,823 1,546,823 17,130 17,130 1.107
H18 1,749,592 1,749,592 18,149 18,149 1.037
H19 1,028,639 1,028,639 10,388 10,388 1.010
H20 456,926 660,580 1,117,506 6,475 6,475 0.980
H21 359,109 629,367 988,476 5,957 5,957 0.947
H22 282,117 531,605 813,722 2,969 5,017 7,986 1.052 0.944 0.981
H23 265,020 759,746 1,024,766 2,605 6,455 9,060 0.983 0.850 0.884
H24 257,581 841,909 1,099,490 2,204 6,781 8,985 0.856 0.805 0.817
H25 301,364 853,366 1,154,730 2,455 6,468 8,923 0.815 0.758 0.773
H26 321,307 869,933 1,191,240 2,594 6,125 8,719 0.807 0.704 0.732

H14～H26計 17,123,156 167,476

H22以降 1,427,389 3,856,559 5,283,948 12,827 30,846 43,673 0.899 0.8 0.827

受検者（人） 陽性者 陽性率（％）

特定感染症事業 健康増進事業 計 特定感染症事業 健康増進事業 計 特定感染症事業 健康増進事業 全体
H14 1,923,480 1,923,480 31,393 31,393 1.632
H15 1,830,270 1,830,270 23,491 23,491 1.283
H16 1,618,751 1,618,751 16,831 16,831 1.040
H17 1,527,813 1,527,813 13,976 13,976 0.915
H18 1,734,195 1,734,195 14,259 14,259 0.822
H19 1,024,371 1,024,371 8,412 8,412 0.821
H20 456,926 657,937 1,114,863 6,256 6,256 0.951
H21 359,109 625,014 984,123 5,092 5,092 0.815
H22 282,117 526,967 809,084 2,235 3,834 6,069 0.792 0.728 0.750
H23 265,020 756,237 1,021,257 1,905 6,265 8,170 0.719 0.828 0.800
H24 257,581 840,083 1,097,664 1,666 4,083 5,749 0.647 0.486 0.524
H25 301,364 849,699 1,151,063 1,622 3,527 5,149 0.538 0.415 0.447
H26 321,307 870,326 1,191,633 1,721 3,338 5,059 0.536 0.384 0.425

H14～H26計 17,028,567 149,906
H22以降 1,427,389 3,843,312 5,270,701 9,149 21,047 30,196 0.641 0.548 0.573

受検者（人） 陽性者 陽性率（％）



すべての国⺠が少なくとも1回は
受検する必要があるにも関わらず…

の国⺠が

受検していない現状。

肝炎ウイルス検査の受検状況

B型肝炎検査

受検率

42.5％

C型肝炎検査

受検率

52.1％

未検査 未検査

（出典）厚⽣労働省「平成23年度肝炎検査受検状況実態把握事業事業成果報告書」



肝炎ウイルス検査未受検者の受検意向

厚生労働省「平成23年度 肝炎検査受検状況実態把握事業 事業成果報告書」

今後の受検意向

肝炎ウイルス検査を受検した経緯 肝炎ウイルス検査を受けていない理由

きっかけ（健診のメニュー等）があれば受検者が
増える可能性あり。



肝炎ウイルス検査の検診機関での実施状況

自治体での実施状況
（平成26年度末現在）

自治体での実施状況
（平成26年度末現在）

委託契約済の
自治体数

うち検診実績有
の自治体数

都道府県 ９／４７ ９／４７

政令市 １１／２０ １１／２０

中核市 １２／５１ １１／５１

特別区 ６／２３ ５／２３

計
３８／１４１
（２７％）

３６／１４１
（２６％）

⾃治体における主な取組例⾃治体における主な取組例

①岩手県 ４９３人（H２５）

（１）検診機関 公益財団法人 岩手県予防医学協会

（２）実施方法 当該検診機関に定期の健康診断を申し込んだ事業所等のう

ち、肝炎ウイルス検査の実施を希望する事業所の従業員に

対し、健康診断実施時に合わせて肝炎ウイルス検査を実施。

②佐賀県 ９，００６人（H２５）

（１）検診機関 佐賀県医師会、総合保健協会、多久臨床検査センター、

産業医学協会、唐津東松浦医師会

（２）実施方法 事業所の健康診断（労安法）にあわせて検診機関から勧奨

を実施。

③さいたま市 １５，６７２人（H25）

（１）検診機関 （一社）大宮医師会、（一社）浦和医師会、

（一社）さいたま市与野医師会、（一社）岩槻医師会

（２）実施方法 医療機関での個別検診を実施。

④那覇市 １，９６５人（H25）

（１）検診機関 医療機関等９７ヶ所

（２）実施方法 特定検診等と肝炎ウイルス検診を同日に行う同時実施と、

肝炎ウイルス検診のみを行う単独実施がある。

（参考）



肝疾患診療体制の強化について
○評価結果；事業全体の抜本的改善
○主な評価コメント；
・拠点病院間の格差是正や肝炎情報センターの機能強化が必要
・陽性キャリアの受診率の格差等の是正に向けた検討が必要
・ＫＰＩ（成果指標）の見直しが必要

肝疾患診療連携拠点病院事業に関する
行政事業レビュー公開プロセス（H27.6実施）

 拠点病院による市町村等に対する技術支援

 地域連携の推進（「受検」・「受診」・「受療」の強力な推進）

 肝疾患相談センターでの相談 等

 ⾒直しの概要

 肝炎医療人材の育成（研修プログラムのカスタマイズ・定着支援）

 拠点病院の支援（拠点病院が抱える課題の分析・最適化・水平展開）

 情報発信の強化（最新のエビデンスに基づく正しい知識の効果的発信）

 肝炎対策の進捗評価・政策提言、先駆的実証の推進

ポイント①：肝炎情報センターによる拠点病院の支援体制の強化

ポイント②：地域全体の肝疾患診療のネットワーク強化

ポイント③：複数のKPI（成果指標）の設定を通じたPDCAサイクルを実施

※KPIの例：肝炎治療コーディネーターの活動⽀援、市町村等への技術⽀援

肝疾患診療地域連携体制強化事業新

人的支援・情報支援・政策発信肝炎情報センター戦略的強化事業新

「早期発見」×「早期治療」

 ①肝炎情報センターの戦略的強化を図り、拠点病院の⽀援体制を⼤幅に強化するとともに、②地域単
位での肝疾患診療のネットワークを強化することで、地域における肝炎診療の質の向上を図る。

 ⾒直しのポイント



肝炎患者等支援対策事業等における実施スキーム図（２８年度からのフレーム案）

厚生労働省
肝炎情報センター

都道府県

拠点病院

○肝疾患診療地域連携体制強化事業
・肝疾患相談センター事業
・市町村等技術支援等事業経費
・地域連携事業経費

・拠点病院等連絡協議会

○肝炎情報センターより委託分
・肝臓病教室開催
・家族支援講座開催
・就労モデル事業
・肝炎専門医療従事者研修事業
・市民公開講座開催

都道府県毎での実施計画策定
（評価指標の設定含む）

○肝炎対策協議会等事業
・肝炎患者等支援対策
・肝炎患者支援手帳等作成
・専門医療機関相談等事業
・地域肝炎医療治療コーディネーター養成
・肝炎対策協議会等開催
・肝炎診療従事者研修
・シンポジウム開催
・肝炎対策リーフレット等作成
・普及啓発事業 計画策定に

おいて調整

計
画
書
提
出
・

申
請

委託

○肝炎情報センター戦略的強化事業

・肝炎対策地域ブロック戦略会議
・情報発信力強化戦略会議

・多角的普及啓発事業（肝炎マップ等）
助成(1/2）
・肝疾患診療地域連
携体制強化事業
・肝炎対策協議会等
事業

助成
（強化事業分）

○指標、事業の効果等検証・提言

一
部
メ
ニ
ュ
ー
再
委
託

計画提供
計画、指標の状況を通して進捗確認

提言

提言 提言



ウイルス性肝炎 感染判明も50万⼈超が治療受
けず(2014.7.9 NHKニュースより）

厚⽣労働省の研究班がウイルス性肝炎の感染者に取っ
たアンケート結果によると、感染がわかってもそのままにして
いたり、継続治療を受けなかった⼈が全体の40％あまり
に達していたことがわかった。研究班代表の田中純子教
授（広島⼤学）は、仕事などが忙しく、治療や検査を
受けない人が多いのではないかと話している。

（第1４回協議会 資料１より再掲）



地方自治体の肝炎対策取組状況
<肝炎ウイルス検査（特定感染症検査等事業）において、陽性（疑いが高い）者に対する、検査後の対応状況>

※フォローアップの具体的取組
●保健所／委託医療機関から、
専門医への受診勧奨
専門医への紹介状交付

●保健所が、
電話や保健所への来所による相談・面接の実施
電話や文書により受診状況の確認

紹介先の医療機関から受診状況の情報提供を受ける

※フォローアップの具体的取組
電話や文書により受診状況を確認

未受診者への電話や文書による受診勧奨
検査結果説明時に紹介状の交付や肝臓専門医療機関、助成制度を紹介

紹介先の医療機関から受診状況の情報提供を受ける

フォローアップ※１

実施状況

検査実施
自治体数

実施

自
治
体
区
分

都道府県
（47） 47 44

保健所設置
市(72) 59 54

特別区(23) 16 17

保健所
実施分

フォローアップ※１，２

実施状況

検査実施
自治体数

実施

自
治
体
区
分

都道府県
（47） 40 36

保健所設置
市(72) 51 42

特別区(23) 14 9

委託医療機関
実施分

※フォローアップ未実施の主な理由
 匿名検査のため追跡不可

 紹介状を作成 など

※フォローアップ未実施の主な理由
医療機関に一任（委託契約内容にフォローアップは含んでいない),等

※１ 単なる検査後の受診勧奨はフォーローアップに含まない。
※２ 自治体として実施するフォローアップ （医療機関が独自に行い、自治体として個々の対応を把握していないものは含まない。）

※なお、半年後等、継続的なフォローアップを実施していると回答した自治体は、

都道府県（23）、保健所設置市（33）、特別区（7）、であった。

※調査対象：都道府県、保健所設置市、特別区（計142）

（第14回協議会資料より再掲）



血液検査、超音波検査、CT・MRIを⽤いた定期検査に係る費⽤助成について、世帯の市町村⺠税課税
年額。235千円未満の者まで拡⼤し、早期発⾒を通じた受療機会を増やすことで、予後の改善に寄与する。

定期検査費用助成の拡充

定期的なスクリーニングの促進
（病気の進⾏の早期発⾒、早期の治療介⼊）

内容

H27：3.6億円 ⇒ H28予算案：7.9億円

所得制限

(助成対象)
・住⺠税⾮課税世帯 ⇒ 無料

・住⺠税⾮課税世帯 ⇒ 無料

・世帯の市町村⺠税課税年額が

235,000円未満の者(※)
※慢性肝炎：1回につき3千円自己負担

※肝硬変・肝がん：1回につき6千円自己負担

助成回数 年2回 年２回

定期検査費用助成の拡充

平成27年度予算 平成28年度予算（案）

拡充内容

慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者に対し、定期的な介⼊を通じて早期治療に結びつけ、重症化予防を図る
ため、定期検査費用の助成の拡充措置を講ずる（所得制限の緩和）。

概要



肝炎医療費の助成状況の推移

※２６年度補正予算は、２７年度に繰り越して執行（括弧書きは27年度当初予算との合計額：インターフェロンフリー分）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

主な制度改正等
肝炎医療費助成の開始
・（C型）インターフェロン
を助成対象

・自己負担限度額の引下
げ（１万又は２万へ）
・核酸アナログ製剤を助
成対象
・インターフェロン治療の
利用回数の制限緩和

以下の療法を助成対象
・（Ｂ型）ペグインターフェ
ロン単独療法
・（Ｃ型）ペグインターフェ
ロン及びリバビリン併用
療法
・（Ｃ型）プロテアーゼ阻
害剤を含む３剤併用療法

肝炎医療費予算（億円） 129 129 180 151

当 初 129 129 180 151

受給者証交付数（年度末） 44,731 26,594 66,835 66,403

インターフェロン（Ｂ、Ｃ） 44,731 26,594 28,797 17,721

核酸アナログ - - 38,038 48,682

インタフェロンフリー - - - -

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

主な制度改正等
以下の療法を助成対象
・（Ｃ型）シメプレビルを含
む３剤併用療法

（Ｃ型）インターフェロンフ
リー治療を助成対象

（Ｃ型）インターフェロン
フリー新薬の承認に応じ
て、順次助成対象化

肝炎医療費予算（億円） 136 99 134 86（121）

当 初 136 99 99 86

補 正 - - 35 36

受給者証交付数（年度末） 74,974 77,738 99,692 -

インターフェロン（Ｂ、Ｃ） 20,542 17,758 17,405 -

核酸アナログ 54,432 59,980 62,404 -

インタフェロンフリー - - 19,883 -



インターフェロンフリー治療薬の状況
（Ｃ型肝炎経⼝治療薬）

一般名 製品名
HCV
遺伝
子型

薬価1日(1治療)
単価

治療
期間

効果
(SVR率)

保険適用
時期

販売元

ダクラタスビル
〔Daclatasvir〕
アスナプレビル

〔Asunaprevir〕

ダクルイン
ザ錠
＋

スンベプラ
カプセル

ジェノ
タイプ
1型

15,747円(265万円)
↓

13,598円(228万円)
24W 85%

H26.9保険
適用

ブリストル・
マイヤーズ

ソホスブビル
〔Sofosbuvir〕

ソバルディ
錠

ジェノ
タイプ
2型

61,799円(519万円)
↓

42,240円(355万円)
12W 96%

H27.5保険
適用

ギリアド・
サイエンシズ

ソホスブビル
〔Sofosbuvir〕
レディパスビル
〔Ledipasvir〕

ハーボニー
配合錠

ジェノ
タイプ
1型

80,171円(673万円)
↓

54,797円(460万円)
12W 100%

H27.8保険
適用

ギリアド・
サイエンシズ

パリタプレビル/リトナビ
ル オムビタスビル

〔Paritaprevir-Ritonavir-
Ombitasvir〕

ヴィキラッ
クス
配合錠

ジェノ
タイプ
1型

53,602円(450万円)
↓

46,115円(387万円)
12W 94%

H27.11保
険適用

アッヴィ合同会社

（平成28年３⽉現在）

注１； 「薬価１日（１治療）単価」欄の上段は、平成28年3月現在での薬価、下段は平成28年４月以降の薬価（予定）を基に算出。

注２；SVR(sustained virological response)：血中HCV-RNA持続陰性化（ウイルス学的著効）
注３；「効果（ＳＶＲ率）」欄にあるのは、治験段階での数値である。
注４；ソホスブビルの薬価１日（１治療）単価は併用するリバビリンの薬価を除いている。



就労支援に関する取組状況

肝疾患診療連携拠点病院等において、就労に関する専門家（社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリア・コン
サルタント等）を配置するなどして、肝炎患者の就労の継続等に関する支援に対応できる体制を整備し、その効果を
検証（２６年度より実施）
・支援対象者

肝炎患者・感染者であることは知っているが、通院や治療を行っていない者
肝炎患者で現に医療機関に通院し・治療を受けており、就労を維持しながら治療継続の支援を必要とする者

・支援内容（拠点病院での実施内容により異なる）
相談への対応（リーフレット等を用いての説明、支援対象者の利便性にかなった適切な医療機関を紹介等）
・支援対象者の了承を得た上で、勤務先の産業保健スタッフ・労務担当者・経営者等に対し、肝炎について啓発
資料等を活用して肝炎に対する意識向上を図り、支援者の状況に応じた配慮の要請。

・その他、支援対象者の実情に応じ、必要な支援。
※適宜フォーローアップを実施

・実施状況 拠点病院１２カ所で実施（２６年度）
主な内容
・ハローワーク、ソーシャルワーカーによる就労相談
・社会保険労務士・肝疾患コーディネーターによる相談会
・企業等に出向いての啓発活動、等

肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業（２６年度～）

ウイルス性肝疾患に罹患した労働者への就業上の配慮の実態
を明らかにするための研究を行い、「文献検索」「好事例集」「労働
者への配慮に関する意見調査」をＨＰに公開（Ｈ２７）
（http://kanen2.med.u-tokai.ac.jp/）

職域における慢性ウイルス性肝炎患者の実態調査と、それに基
づく望ましい配慮の在り方に関する研究



地方自治体の肝炎対策取組状況 <地域肝炎治療コーディネーター>

（出典）厚⽣労働省「平成27年度都道府県肝炎対策取組状況アンケート調査結果」

コーディネーター養成研修の主な対象者・職種・内容

対象者 保健所、市町村、医療機関、薬局、検診機関、民間企業、福祉施設等における健康管理担当者、医療
従事者、検査担当者、安全衛生担当者、人事担当者、事務担当者等

職種 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、臨床検査技師、臨床工学技士、
介護福祉士、診療放射線技師、医療ソーシャルワーカー、健康管理者、事務職

内容 疫学、肝炎医療費助成制度、病態・治療法（Ｂ・Ｃ型肝炎、肝硬変・肝がん、ＮＡＳＨ）、都道府県の肝炎
対策の現況、患者会、肝炎患者の食事と運動、支援方法、就労と治療の継続、精神的ケア、当事者の話

コーディネーターの主な活動状況

活動場所 保健所、市町村、医療機関、薬局、検診機関、民間企業、福祉施設等

活動内容 ・肝炎についての正しい知識の普及啓発、感染者への不当な差別防止
・未受検者への受検勧奨、検査内容や検査結果についての情報提供
・肝炎ウイルス検査受検者で陽性者がいた場合には、コーディネーターとして受診の重要性の説明をし、受
診勧奨を実施
・受診状況の確認、再指導、保健指導、相談対応、治療内容の説明
・医療費助成制度、医療機関、相談センター、肝臓病教室、患者サロン、患者会等の紹介

 事業概要

都道府県は、市町村の保健師、地域医療機関の看護師、職域の健康管

理担当者等を対象として、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨

等の支援を地域や職域において中心となって進める人材を養成する

事業の実施状況

実施済み ３３自治体

実施していない １４自治体

※地域肝炎治療コーディネーター養成後の活動状況を把握していない自治体 ６自治体



肝炎研究１０カ年戦略の概要（Ｈ２４～）

平成２３年度の中間見直しにおいて
肝炎研究における現状と主な課題を整理

【臨床研究分野】
Ｃ型肝炎：難治症例を除いてペグインターフェロンとリバビリンの

併用療法の著効率が約８０％となっている。
Ｂ型肝炎：インターフェロン（ＩＦＮ）による治療成績（ＶＲ率）は約２０～

３０％にとどまっている。ＩＦＮによる治療効果が期待しにくい
症例では、逆転写酵素阻害剤を継続投与するが、長期投与
によるウイルスの薬剤耐性化が問題となっている。

【基礎研究分野】
Ｃ型肝炎：培養細胞によるウイルス増殖系が確立され、臨床応用に

向けた基礎研究が着実に実施される環境にある。
Ｂ型肝炎：ウイルスの培養細胞系や、感染複製機構が確立されていな

いなど、基礎研究を行うのに十分な環境が整備されていない。

【目的】
国内最大級の感染症といわれるＢ型肝炎・Ｃ型肝炎の
治療成績の向上を目指し、肝炎に関する臨床・基礎・
疫学研究等を推進するもの。
【戦略期間】
平成２０年度から２６年度（開始４年目に中間見直しを行う。）

【戦略目標】
・Ｂ型肝炎の臨床的治癒率を３０％から４０％まで改善
・Ｃ型肝炎（１ｂ型高ウイルス量）の根治率を現状の
５０％から７０％まで改善

・非代償性肝硬変の５年生存率を現状の２５％から
Ｂ型は５０％、Ｃ型は３５％まで改善

・進行肝がんの５年生存率を現状の２５％から４０％まで改善

肝炎研究７カ年戦略

肝炎研究１０カ年戦略
【背景】
これまでに行ってきた研究に加え、Ｂ型肝炎の画期的な新薬の開発を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や、新薬の実用化に向けた
臨床研究を総合的に推進する必要性がある。

【戦略期間】 平成２４年度から３３年度（開始５年目に中間見直しを行う。）

【主な新規課題】 Ｂ型肝炎の治療成績の改善（ＶＲ率の改善やＨＢｓ抗原の消失）につながる研究
Ｂ型肝炎の創薬実用化を目指した研究（候補化合物の大規模スクリーニング、ウイルス感染複製機構の解明やゲノム解析、
ＨＢＶ感染小動物モデルの開発に関する研究等）

【戦略目標】
・Ｂ型肝炎の治療成績（ＶＲ率）を現状の２０～３０％から４０％まで改善
・Ｃ型肝炎（１ｂ型高ウイルス量）の治療成績（ＳＶＲ率）を現状の５０％から８０％まで改善
・非代償性肝硬変の５年生存率を現状の２５％からＢ型は５０％、Ｃ型は３５％まで改善
・進行肝がんの５年生存率を現状の２５％から４０％まで改善



肝炎等克服政策研究事業について

肝炎研究10カ年戦略（平成24年度〜）

5年後
中間評価・⾒直し

肝炎対策基本指針（平成23年度〜）

5年後
中間評価・⾒直し

全国70拠点病院

患者

⾏政

肝炎情報センター

肝炎に係る様々な情報

国内最⼤級の感染症である肝炎の克服を⽬指した診療体制・社会基盤の整備

⾏政施策の評価・検証

全国規模の疫学研究

医療体制・社会基盤の充実

・肝炎対策基本指針の中間評価と連動し

た肝炎研究10カ年戦略の中間評価 等

・社会上、医療上、⾏政上のニーズをふまえ

た医療体制・社会基盤の整備 等

・⾏政施策に科学的根拠を付すための継続

的な疫学・統計資料等の作成 等

平成28年度研究の概要 基本指針及び10カ年戦略に基づいた疫学・⾏政的問題を解決するための研究を引き続き推進する。

＜疫学研究＞
・ ウイルス性肝炎患者の全国規模・継続的な実態調査 等

＜⾏政研究＞
・ 普及啓発や受診勧奨等の⾏政政策の評価や検証に関する研究
・ 肝炎ウイルス検査の実態把握と今後の在り方に関する研究
・ ウイルス性肝炎医療の水準の向上に資する研究
・ 肝炎に係る情報提供の在り方に関する研究 等

収集・解析、評価、提言、実施
情報提供



差別、偏⾒に対する取組状況（１）

各種リーフレット等を作成し、厚労省ＨＰで公開等の対応実施。

○事業者への啓発

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/poster.html）

（１頁） （４頁） ・平成23年7月28日付け3局長連名通知により、

事業主団体及び関係団体を通じて、各事業者へ
リーフレット・関係通知を配布

○「「集団生活の場における肝炎ウィルス感染予防」のための手引・ガイドライン」の作成
（研究代表者：東京大学医学部付属病院感染症内科 四柳 宏）」が作成）

・日常生活の場でウィルス肝炎の伝搬を防止するた
めのガイドライン

・保育の場において血液を介して感染する病気を防
止するためのガイドライン
・高齢者施設における肝炎対策のガイドライン
について、ＨＰ上に公開

・平成25年4月8日付け室長通知により、事業主

団体及び関係団体を通じて、各事業者へポス
ター・リフレットを配布



差別、偏⾒に対する取組状況（２）

「肝炎ウイルス感染者に対する差別や偏見の実態を把握し、その被害の防止のための
ガイドラインを作成するための研究」について（龍岡班 23年度～25年度）

○方法 肝炎患者、医療従事者、一般生活者等を対象としたアンケート調査、ヒアリング調査と解析。
（偏見や差別を受けたと感じた経験、肝炎の知識やイメージなど）

○結果の概要
・何らかの差別や偏見を経験したと回答した肝炎患者が相当の割合であった（図１）。
（陰口、職場での扱い、健康診断時の不利益、医療者の言動、恋愛、民間保険など）

・医療従事者が行う感染対策が患者には負担に感じることもある。
・一般生活者や学校関係者、一部医療関係者の肝炎に関する知識は十分でない。
また、これらの人が肝炎 に関する情報を得られる機会は少ない。

・勤務先での肝炎患者への差別・偏見の相談・苦情窓口設置状況の割合は少ない（図２）
・授業や教科外活動でウイルス性肝炎を取り上げるのは、時間が無い、病気を良く知らない、などの理由
（図３）により少ない（実施は１～２％程度）。

（図１）差別・偏見の内容別割合

（分担研究報告書Ⅰによるアンケー
トより抜粋 Ｎ＝1705）

（図２）勤務先での相談窓口設置状況
（25年度総括・分担研究報告書 図業
６より Ｎ＝６６７１）

（図３）ウイルス性肝炎を授業で取り上げ
ない理由（25年度総括・分担研究報告書
図業８より）



（参考）米澤委員発表「電話相談記録からみえるもの」（第１５回肝炎対策推進協議会資料より抜粋・編集）（参考）米澤委員発表「電話相談記録からみえるもの」（第１５回肝炎対策推進協議会資料より抜粋・編集）

事項 相談内容（概要） 必要な対応等
治療に関し
て

節目検診で、C型肝炎なので病院に行くよう言われたが誤った治療を受けてし
まった。もっと治療のことを勉強しておけばよかった。

陽性者への地域の
専門医の紹介、病
診連携の仕組みづ
くり

就労に関し
て

・介護士として内定、健康診断書提出後、肝炎のため取り消しになるかもしれな
いとの不安。
・B型IFN治療で会社を休職、治療後復職したかったが、いろいろ言われ辞めざる
を得なくなった。
・検査通院のため3か月に1度会社を休むのが困難、上司がいい顔をしない。
・肝炎であると知らせておらず、職場での検診は受けたくない。
・肝炎に対する職場での理解を深めるために、肝炎の仲間で啓発活動をおこない
たい、その際使用するツールなどが欲しい。
・治療について上司に相談、しっかり治して戻って来いと半年間の休職を後押し
してくれた。

職域での啓発 上
司の理解

偏見や差
別に関して

・歯科医で自分の時だけ床や椅子などにブルーシートをかけて治療される。
・かかりつけ医にもう来ないでほしいといわれた
・他疾患で入院中、点滴の上部に「C」と大きく書かれたカードをつけられた。

医療機関における
感染症対策実施時
の配慮

・患者自身が感染についての正しい知識をあまり持っていない。
・歯科医で順番が最後でないと逆に不安で、肝炎であると念を押してしまった。
・（医療機関の対応が）あたりまえだという事実を知れば、患者が傷つくこともな
い。

患者自身の感染に
対する正しい知識

感染症患
者の思い

・付き合っている人に肝炎であることを言っていない。言わなければならないのは
理解しているのだが言えない。

一般社会の理解

その他 保健所から紹介された相談内容有り 保健所における肝
炎情報の周知



国⺠(個人)国⺠(個人) 企業・団体企業・団体 地方自治体地方自治体

「肝炎総合対策推進国⺠運動事業
（知って、肝炎プロジェクト）」の実績

⇒ 肝炎の『早期発⾒』『早期治療』を重点訴求 (全ての国⺠が⼀⽣に⼀度は受検する必要のある「肝炎ウイルス検査」の積極推進)

＜課題＞
「保健所や⼀部の医療機関での無料検査」
を約90％の国⺠が認知していない

＜課題＞
受検率を左右する「職場の定期健康診
断」 だが、必ず検査している組合が極めて
少ない

＜課題＞
地方自治体などを巻き込んだ連鎖反応の
創出が国⺠運動を成功させるためには必
要

＜7/23 「知って、肝炎」2015＞ ＜日経健康セミナー＞ ＜東京都知事表敬訪問＞伍代夏子氏

＜広報施策＞

＜佐賀県知事表敬訪問＞高橋みなみ氏

経営者・人事総務担当を中心に
参加

セミナーの模
様は、日本
経済新聞朝
刊にて採録
を実施。

計3番組・12紙・ WEBで報道。

地元TV4番組・地元新聞4紙・WEB
で報道。

厚⽣労働省YOUTUBEオフィシャルサイ
トで展開



「知って、肝炎プロジェクト」 大使・スペシャルサポーター⾸⻑訪問状況

日程 訪問先 大使・スペシャルサポーター

2014/8/7 東京都 伍代夏子氏

2015/2/19 山口県 山本譲二氏

2015/5/8 佐賀県 ＡＫＢ４８ 高橋みなみ氏

2015/5/19 熊本県、熊本市 コロッケ氏

2015/7/31 旭川市 清水宏保氏

2015/8/21 岡山市 平松政次氏

2015/9/14 広島県、呉市 島谷ひとみ氏

2015/11/5 静岡県 伍代夏子氏

2015/11/26 川崎市 EXILE松本氏

2015/11/26 茨城県 仁志敏久氏

2016/1/13 愛媛県 上原多香子氏

2016/2/2 宮崎県 岩本輝雄氏

2016/2/5 市川市 コロッケ氏

2016/2/15 大垣市 w-inds 橘慶太氏

2016/3/7 横浜市 杉良太郎氏

2016/3/9 山梨県 伍代夏子氏

2016/3/25(予定) 青森県 島谷ひとみ氏

特別参与 杉 良太郎
特別大使 伍代 夏子
広報大使 徳光 和夫

「スペシャルサポーター」
石田 純一 貴乃花 光司
岩本 輝雄 高橋 みゆき
w-inds. 田辺 靖雄
上原 多香子 夏川 りみ
内山 高志 仁志 敏久
AKB48メンバー 平松 政次
EXILEメンバー 堀内 孝雄
小橋 建太 的場 浩司
コロッケ 三浦 大輔
島谷 ひとみ 安田 美沙子
清水 宏保 山川 豊
瀬川 瑛子 山本 譲二 ※敬称略

2016年3月17日現在



肝炎対策に係る都道府県計画・指針等策定状況（26年度時点）

全都道府県とも何らかの計画等で肝炎対策を位置づけている。

（出典）厚生労働省「平成27年度地方自治体肝炎対策取組状況アンケート調査結果」

名称

北 海 道 北海道医療計画（改訂版）、第２期北海道がん対策推進計画

青 森 県 青森県肝炎総合対策、青森県保健医療計画、第二期青森県がん対策推進計画

岩 手 県 岩手県肝炎対策計画

宮 城 県 宮城県肝炎対策の推進に関する指針

秋 田 県 秋田県肝炎対策推進計画

山 形 県 山形県肝炎対策指針、第６次山形県保健医療計画

福 島 県 第六次福島県医療計画、福島県がん対策推進計画

茨 城 県 茨城県肝炎対策指針

栃 木 県
栃木県肝炎対策推進計画、栃木県保健医療計画（6期計画）、栃木県がん対策推進
計画（2期計画）、とちぎ健康21プラン（2期計画）、栃木県感染症予防計画

群 馬 県 群馬県肝炎対策推進計画、群馬県がん対策推進計画

埼 玉 県 埼玉県肝炎対策推進指針、埼玉県地域保健医療計画、埼玉県がん対策推進計画

千 葉 県
千葉県肝炎対策推進計画、千葉県保健医療計画、千葉県がん対策推進計画、健康
ちば２１（第2次）

東 京 都
東京都肝炎対策指針、東京都保健医療計画（第五次改定）、東京都がん対策推進
計画（第一次改定）、東京都健康推進プラン２１（第二次）

神奈川県
神奈川県肝炎対策推進計画、神奈川県保健医療計画、神奈川県がん対策推進計
画

新 潟 県 新潟県地域保健医療計画、新潟県がん対策推進計画

富 山 県 富山県がん対策推進計画

石 川 県
石川県肝炎対策の推進に関する基本的な考え方、石川県医療計画、石川県がん対
策推進計画（第２次）

福 井 県
平成26年度福井県肝炎対策推進計画、第６次福井県医療計画、第２次福井県がん
対策推進計画

山 梨 県
山梨県肝炎対策推進計画、山梨県がん対策推進計画、山梨県保健医療計画、山梨
県がん対策推進条例

長 野 県 信州保健医療総合計画

岐 阜 県 第６期岐阜県保健医療計画、第２次岐阜県がん対策推進計画

名称

静 岡 県 静岡県肝炎対策推進計画、静岡県保健医療計画

愛 知 県 愛知県肝炎対策推進計画、愛知県地域保健医療計画、愛知県がん対策推進計画

三 重 県 三重県保健医療計画（第５次改訂）、三重県がん対策戦略プラン（第２次改訂）

滋 賀 県 滋賀県保健医療計画、滋賀県がん対策推進計画

京 都 府 京都府保健医療計画、京都府がん対策推進計画

大 阪 府 大阪府保健医療計画、第二期大阪府がん対策推進計画

兵 庫 県 兵庫県がん対策推進計画、兵庫県保健医療計画

奈 良 県 奈良県保健医療計画、第２期奈良県がん対策推進計画

和歌山県 第六次和歌山県保健医療計画、第２次和歌山県がん対策推進計画

鳥 取 県 鳥取県肝炎対策推進計画、鳥取県保健医療計画、鳥取県がん対策推進計画

島 根 県 島根県肝炎対策推進基本指針、島根県がん対策推進計画

岡 山 県 岡山県肝炎対策計画

広 島 県
第2次広島県肝炎対策計画、広島県保健医療計画（第6次）、広島県がん対策推進
計画（第2次）、第2期広島県医療費適正化計画、広島県感染症予防計画、ひろしま
未来チャレンジビジョン

山 口 県 第２期山口県がん対策推進計画、第６次山口県保健医療計画

徳 島 県 徳島県肝炎対策推進計画

香 川 県 香川県肝炎対策推進計画

愛 媛 県 愛媛県肝炎対策推進計画

高 知 県 第６期高知県保健医療計画、高知県がん対策推進計画、日本一の健康長寿県構想

福 岡 県 福岡県がん対策推進計画、福岡県健康増進計画「いきいき健康福岡２１」

佐 賀 県
佐賀県肝疾患対策推進計画、第６次佐賀県保健医療計画、第２次佐賀県がん対策
推進計画、第２次佐賀県健康プラン

長 崎 県
長崎県肝疾患診療連携に関するガイドライン、長崎県医療計画、長崎県がん対策推
進計画

熊 本 県 第6次熊本県保健医療計画

大 分 県 大分県医療計画、大分県がん対策推進計画

宮 崎 県 宮崎県医療計画、宮崎県がん対策推進計画（改定）

鹿児島県 鹿児島県保健医療計画、鹿児島県がん対策推進計画

沖 縄 県 沖縄県保健医療計画（第6次）、沖縄県がん対策推進計画



都道府県での肝炎対策に係る目標設定状況について
（平成２６年度末現在）

（出典）厚生労働省「平成27年度地方自治体肝炎対策取組状況アンケート調査結果」

肝炎対策に関する目標等の設定

目標を設定している 設定していない

数値目標を含む 数値目標を含まない

都道府県 17 11 19

青 森 県・肝炎ウイルス検査に係る個人別受診台帳の整備市町村の割合９０％
・陽性者フォローアップ実施体制整備市町村割合５０％ ほか

山 梨 県肝がんの75歳未満年齢調整死亡率を全国平均にまで改善する
広 島 県【平成24～28年度の5ヵ年での目標】

①県民が肝炎及び感染予防に関する正しい知識を持つ
②肝炎患者が社会において安心して暮らせる環境をつくる
③肝炎等についていつでも相談できる窓口を整備する
④すべての県民が1回は肝炎ウイルス検査を受検できる体制を整備する
⑤肝炎ウイルス検査実施済の職域を50％にする
⑥肝炎ウイルス検査後の受診勧奨・受診確認等のフォローアップ体制を整備する
⑦肝炎ウイルス検査で発見されたHBVキャリアの受診率を65％以上とする。
⑧肝炎ウイルス検査で発見されたHCVキャリアの受診率を75％以上とする。

佐 賀 県（全体目標）
75歳未満の肝がんの年齢調整死亡率（人口10万対）を平成19年度15.5から40％減じ、平成29年度に9.3以下とする。
（個別目標）
（１）ＨＣＶ肝炎ウイルス検査の受験者数（累計）で平成19～23年度の5年間の肝炎ウイルス受検者数57,903人と、ＨＢＶ肝炎ウイ
ルス検査の受検者数（累計）で平成19～23年度の5年間の肝炎ウイルス受検者数61049人に対し、平成25年度以降29年度まで
の5年間で、その平均59,476人の約1.5倍の89,000人を検査する。 どちらも職域検診の出張型検査に重点を置く。
（2）要精密検査者の医療機関受診率を平成23年度63.6％を平成29年度に80％以上とする。
（3）肝炎治療費助成制度の抗ウイルス療法の利用者数（累計）
平成23年度までの抗ウイルス療法利用者2,673人（インターフェロン療法2,151人、核酸アナログ製剤療法522人）を平成29年度

に抗ウイルス療法利用者6,700人（インターフェロン療法5400人、核酸アナログ製剤療法1,300人）とする。

主な設定例



内容を一部修正

２ 静岡県肝炎推進計画（第２期）
第２期 肝炎対策推進計画

における取組

目的 肝疾患死亡率（人口１０万人対）を低減する

目的を実現するための「4本の柱」

「対策の方向性」を整理

柱ごとの「対策の方向性」

「数値目標」を一新

数値目標の設定

具体的な取り組み

肝炎の病態や感染経路等に
関する県民の理解を深める
ことで、肝炎に関する偏見
や差別を解消するとともに、
新規の感染を予防する。

肝炎の病態や感染経路等に
関する県民の理解を深める
ことで、肝炎に関する偏見
や差別を解消するとともに、
新規の感染を予防する。

●ハイリスク者への予防啓発
•中学、高校における思春期
講座等の機会を活用した感染
予防のための知識の普及

最近１年間に差別の経験を
した肝炎患者の割合を５％
以下にする。

最近１年間に差別の経験を
した肝炎患者の割合を５％
以下にする。

●講演会等の開催
•肝炎に関する正しい知識の
普及のための一般県民や患
者・家族向けの講演会の実施
•肝疾患診療連携拠点病院や
患者会との共催による医療相
談会等の開催

１ 肝炎に関する正し
い知識の普及と新規感
染予防の推進

「4本の柱」ごとに具体的な取り組みを記載

（第1５回協議会 資料１「静岡県の肝炎対策」より抜粋）（参考）


